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「被災者」とは誰なのか？	  
日本ではいまだに被災者の定義が不明	

チェルノブイリ原発事故における被災者	  
	  

①　事故処理作業者（１９８６-‐１９８９年に従事）	  
②　３０㎞圏を含む高汚染地域からの避難住民	  
③　その他の“汚染地域”に居住する住民	  

　（汚染地域の定義はCs137で3.7万Bq/m2以上の汚染。	  
　　　Sr,Puによる定義もあり）	  

④　①から③のカテゴリーの人の子孫	  
　 （事故により直接被ばくした人の子孫）	  



チェルノブイリ：汚染地域住民に対する旧ソ連の
放射線防護の考え方と各共和国の反発	  

➡チェルノブイリ法の成立へ	

安全に生活する概念を提案	  
•  1988年後半にソ連放射線防護委員会は、飲食物や行

動に対する規制なしに生活を送ることができる放射線
学的定義として「安全に生活する概念」を提案し、これ
を生涯線量限度350mSv（ 生涯を70年とし、年平均
5mSv）とした 。しかし、この値を巡って各共和国の科
学者らとの激論が交わされた。	  

•  その結果、それ以下では特段の措置を講じないより低
い生涯限度70mSv（年1mSv）と、それ以上では移住が
強制される350mSvの2段階に拡張された。(実施は
1990年より）　　　	  

（IAEA国際チェルノブイリ計画報告書、1991年より）	



　「汚染地域」とは？　	  
チェルノブイリ：移住と補償のための概念	

地表汚染の概念の導入　　	

•  1990年4月、ソ連最高会議は、移住および補償金の支
払いのための基準として、地表汚染概念を導入した。
汚染を受けた地域を３つの地域に分ける。	

セシウム地表汚染レベルが、1平方㎞あたり 
40キュリー（148万Bq/m2)以上、15～40キュリー（55.5
万～148万Bq/m2）、1～15キュリー（3.7万～55.5万Bq/
m2 ）の3つである。移住と補償は、居住地のある地域
によって決まる。	

（IAEA国際チェルノブイリ計画報告書、1991年より）	



チェルノブイリ原発事故後の対策	  
	  

汚染地域の定義も被災者の定義も明白	

福島第一原発事故後の対策	  
	  

汚染地域の定義も被災者の定義も不明確	  
「子ども・被災者支援法」では「一定の基準以上
の放射線量が計測される地域」に「居住し、また
は居住していた者及び政府による避難に係る指
示により避難を余儀なくされている者並びにこ
れらの者に準ずる者（被災者）」とうたっている
が、「一定の基準」はいまだ示されていない。	

日本政府の不作為	



チェルノブイリ：汚染地域住民への対策（土壌汚
染度または年推定被ばく量によって異なる）	

セシウム137による
土壌汚染度	  
（Sr90とPuは略）	

年推定被ばく量	  
（事故による追
加被ばく分）	

住民への対策	  
（農業など産業活動については別途

の規定・対策が講じられている）	

55.5万Bq/m2	  以上。	  
(ロシアは148万Bq
以上)	

5mSv以上	
	

該当する住民は義務的移住	  
（移住に対する補償がある）	
	

Cs137で18.5万～
55.5万Bq/m2。	  
（ロシアは18.5万～
148万Bq） 	

1－5mSv	
	

該当する住民には移住の権利が認
められる	  
（移住する人、移住せず住み続ける
人、どちらにも補償・支援がある）	

Cs137で3.7万～18.5
万Bq/m2	  	  

	

1mSv以下	  
（ウクライナでは
0.5mSvと推定）	

放射線高度監視ゾーン	  
（被ばく量が年1mSv以上になるよう
な場合は、1mSv以下にするための
対策がとられる）	



チェルノブイリとフクシマの汚染ゾーン	

チェルノブイリ	 フクシマ	

セシウム	  
汚染濃度　	  

ベクレル/㎡	

年推定	  
被曝量	  
mSv	

汚染ゾーンの定義	  
（ロシアの汚染濃度基準

は若干異なる）	

年積算	  
被曝線量・

mSv	

区域の定義	

37,000～　　
185,000	  

0.5～
1mSv	 

放射線高度監視	  
ゾーン	

1mSv	 除染の長期的目標	
（居住中）	

185,000～　　
555,000	

1～5mSv	 移住の権利ゾーン　	  
（移住希望者にも居住希

望者にも補償・支援があ
る）	

	  
	  
	  

～20mSv	

　　　　　	
（居住中）　	

	
避難指示解除準備区域	
（年20mSv以下になることが
確実）	

555,000以上	 5mSv	  超	 義務的移住ゾーン	

20～50	 居住制限区域（年20mSv
を超すおそれがある）	

30ｋｍ圏内	 ―	 居住禁止	 50～	 帰還困難区域（事故後６
年を経過しても、年20mSvを
下回らないおそれがある）	

7	



東電福島事故とチェルノブイリ事故	  
推定実効線量の比較	

福島：避難指示地域を除く、1年間（2011-‐
12）の成人実効線量見積もり	

チェルノブイリ：20年間（1986-‐2005）
の成人実効線量見積もり	

UNSCEAR2013報告の色分けを変更	  
　　－図はOurPlanetTVより	

（UNSCEAR2008報告より）	



東電福島事故とチェルノブイリ事故（初期避難者は除く）	  
実効線量は変わらない‼むしろ日本の方が高め？	
UNSCEAR報告による福島とチェルノブイリ、事故後1年の実効線量比較（成人）	  

（1歳児では成人の2倍以内と見積もられている）　	
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復興庁基本方針による「支援対象地域」は 
福島県内の汚染状況重点調査地域にほぼ等しい	

復興庁が「子ども・被災者支援法」基本方
針により指定した「支援対象地域」�

汚染状況重点調査地域	汚染状況重点調査地域全体
を支援対象地域と考えるべ
き	

その地域の平均的放射線量が1時
間当たり0.23マイクロシーベルト（年
１ミリシーベルト）以上の地域を含む
として市町村単位で指定されるもの	



避難指示地域＋汚染状
況重点調査地域（平均
放射線量が年1mSvを超
える地域を含む市町村）

の人数は	

177万518人�

157万137人�

19万6713人�

44万6082人�

58万3872人�

178万8016人�

39万6790人�

25万1669人�

福島県� 1,788,016�

千葉県� 1,770.518�

茨城県� 1,570.137�

栃木県� 583,872�

群馬県� 446,082�

宮城県� 396,790�

岩手県� 251,669�

埼玉県� 196,713�

　計� 7,003,797�



UNSCEAR報告を中心にチェルノブイリと福島事故を比較すると
どちらも被災者は700万人超に	

12	＊避難指示が解除され住民が帰還すれば、被ばく量は今後当然増加する。	



帰還政策がもたらすもの：避難指示区域に戻る住民の推定
線量は放射線作業従事者平均被ばく線量より高くなる	

年推定	  
被ばく線量	
（mSv/年）	 

川内村　	 田村市都路地区　	 飯舘村	 

避難区域外／解除準備
区域／居住制限区域	 

避難指示解除区域	
（2014年4月解除）	 

居住制限区域	 

農  業	 1.7～3.5	 0.9～1.2	 7.1～16.8	
林  業	 4.8～5.5	 2.3	 8.8～17.0	

教職員	 1.1～1.8	
0.7（教職員）	
0.6（事務職員）	 3.8～11.2	

高齢者	 1.1～2.1	 0.6～0.8	 4.9～16.6	

内閣府原子力被災者支援チーム資料（個人線量計による推計。2014.4.18　経産省発表）�

放射線作業従事者	  
年平均被ばく線量（mSv）	 

医 療	 工 業	 
福島第一原発	 

東電社員	 協力会社	 

事故前・2009年度	 0.29	 0.06	 0.8（全国平均0.3）	 1.5（全国平均1.1）	 

2012年度	 0.29	 0.07	 4.46	 5.44	 

2013年度	 0.29	 0.16	 3.24	 5.51	 

事故後の福島第一原発の数値は東電資料、医療・工業の数値は千代田テクノル資料より	



福島原発事故後のように�
あらゆる方向から放射線がくる環境では、�

個人線量計の測定結果は30‐40％低めに出る�

伊達市議会政策討論会（2015年1月15日）で、
㈱千代田テクノルが「（福島のように）全方向
から放射線が入射する場合、ガラスバッジの
測定結果が身体の正面のみからの照射の場
合に比べ30～40%低め」に出ると認めた。	  

	  
福島老朽原発を考える会（フクロウの会）Webページ参照：

h>p://fukurou.txt-‐niJy.com/fukurou/2015/02/
post-‐9ede.html	



そもそも、20mSv/年ならば3.8μSv/時と
いう計算は、放射線管理上間違っている�

　3.8μSv/時では年間33mSvとなる。…放射線管理
においては、場所の線量の管理を定める場合に年
間の線量は単純に24時間に365日をかけたものに、
場合によって減衰率をかけたものでなければなら
ない。文科省は今回、屋外で8時間、屋内で16時
間というような想定を立てているが、これはあとか
らのこじつけでまったく根拠がない。年間20mSvで
あれば、1時間当たりではおよそ2.3μSvとなる。	  
（児玉龍彦氏、文科省が２０１１年４月の学校再開時に定
めた計算方法について：政府事故調ヒアリング記録より）	  

➡＊これは1mSv/年の計算についても同様！	



内閣府原子力被災者生活支援チーム資料は、「1μSv/時 
以上の区域は危険ゾーン」というエートスの取組みを紹介	



この図は原子力規制委員会「帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム」や	  
経産省「原子力被災者等の健康不安対策調整会議」などに参考資料として提出され
たが、ロシア語部分は訳されていなかった。　　　　　　　　　　　（図の訳：吉田由布子）	

図は、ICRPの
Ｊ.ロシャール
氏がエートス
の説明時に
使用している
もの。	  
	  
この村は、	  
年1-‐5mSvの
移住の権利
ゾーンにある	  



チェルノブイリの健康対策 
被ばく量、健康管理の結果は国が一元管理。保養を

含む保健対策・放射線研究に活用	

被災者	
高汚染地域からの避難・
移住者	

汚染地域居住者	  
（Cs137の汚染3.7万Bq/m2

以上または追加被ばく線量
0.5～5mSv/年の地域）	

事故処理	  
作業者	

被ばくした人の子孫	

被ばく量の	  
把握	

健康診断	

健診結果の	  
把握	

被ばくと	  
健康影響の	  

研究	

健康状態によ
る保健対策	  

（医療・保養・	  
リハビリなど）	

国
に
よ
る
一
元
的
登
録
管
理�

健
診
は
無
料
・
医
療
費
も
基
本
的
に
無
料�

（1986～1990年
の30㎞圏・高汚
染地域での作
業従事者）	



東電福島事故：対象は福島県民のみ。
県内でも避難指示の有無で検査項目
に差がある�

チェルノブイリ：対象は被災者の
定義に属する人。被ばく量、健康
状態を国が一元管理�

それぞれ必要に応じて専門医の診察の追加あり。	  
＊被ばくした人の子どもは、親の被ばくの様態により、
検査の追加がある。	

福島県民も検査のみ。避難指示区域と区域外で
は健診内容に差。医療行為に移行する場合は
原則保険適用。被ばくした人の子どもについて
は、何の規定もない。	


